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障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する調査研究
（令和６年度障害者総合福祉推進事業）

○ 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことや看取りを行うことなど、
様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められている。

○ 今後の検討に向けての材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する調
査研究（令和６年度障害者総合福祉推進事業）」（実施主体:PwCコンサルティング合同会社）において、委員・
協力委員／団体から意見収集等を行った上、実態調査等を行う。

○ 本調査の結果を踏まえて、令和７年度に厚生労働省で検討会を立ち上げ、次期報酬改定や障害福祉計画の基本指
針の見直し等に向けて報告書をまとめる。
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概要

研究会委員

委員 所属
１ 小澤 温 筑波大学 教授
2 相馬 大祐 ⾧野大学 准教授
3 曽根 直樹 日本社会事業大学 教授
4 髙橋 朋生 神奈川県福祉子ども未来局参事兼障害サービス課⾧
５ 野澤 和弘 植草学園大学 副学⾧
６ 松山 香里 品川区福祉部障害者支援課⾧
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障害者総合支援法施行後３年の見直しについて
～社会保障審議会 障害者部会 報告書～（令和４年６月１３日）（抄）①

Ⅱ 基本的な考え方
１．障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(1) 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
○ また、障害者支援施設については、重度障害者等に対する専門的・個別的支援の提 供の推進、施設の有する
知識・経験等の地域の事業者への還元等による地域への貢献などを行いつつ、施設からの地域移行を進める必要
がある。

Ⅲ 各論点について
１．障害者の居住支援について
(1) 現状・課題
○ 障害者支援施設は、市町村、都道府県が作成する障害福祉計画において設定された地域生活へ移行する者の数
や入所者数の削減に関する目標値を踏まえ、地域移行に取り組んでいる。一方、障害者の重度化・高齢化を踏ま
えて、人員の確保を図りながら強度行動障害を有する者、医療的ケアの必要な者などのための専門的支援を行っ
ている。

(2) 今後の取組
（重度障害者の支援体制の整備）
○ グループホームは、入所施設からの地域移行をより一層推進する観点から、障害者の重度化・高齢化に対応す
るための受入体制の整備を図っていく必要があるとともに、強度行動障害の支援はグループホームにおける個別
的な支援がなじむ面がある。
障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性の高い主体が運営してい

る。実際に入所している障害者へのサービス提供に当たっては、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、
障害者の重度化・高齢化を踏まえた手厚い人員体制の整備を図りながら、強度行動障害者、医療的ケアの必要な
障害者などのための専門的な支援も行っている。
上記を踏まえ、グループホームと障害者支援施設の役割を検討する必要がある。 2

障害者支援施設に係る記載（抜粋）
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障害者総合支援法施行後３年の見直しについて
～社会保障審議会 障害者部会 報告書～（令和４年６月１３日）（抄）②

（障害者支援施設の在り方）
＜障害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実＞
○ 障害者支援施設では、これまでも強度行動障害や医療的ケアのある方など様々な障害者に対する支援を実施して
いるが、個々の利用者に対する支援の質の向上に向けて、ユニット化や個室化など適切な個別支援に向けた必要な
生活環境の把握を進めるとともに、障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、現行の
人員配置や支援内容に対する報酬上の評価等について検討すべきである。

＜地域移行の更なる推進＞
○ 地域移行を更に進めるためには、障害者支援施設は地域移行を担う職員をその施設に配置するなど利用者の地域
移行により一層取り組むことのほか、地域生活支援拠点等に配置されるコーディネーターが、障害者支援施設の担
当職員等と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支
援や体験利用へのつなぎなどの地域移行の推進に向けた役割を担うことについて、地域生活支援拠点等の法令上の
位置付けの明確化と併せて検討する必要がある。

＜障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等＞
○ 障害者支援施設入所者に係るサービス等利用計画のモニタリングは、現状は６月毎を標準期間としている。相談
支援事業について、サービス提供事業者からの独立性・客観性の確保を高める等により、障害者支援施設からの地
域移行を推進する観点から、障害者支援施設入所者に対するモニタリング頻度を一定期間高める等により、障害者
支援施設のサービス管理責任者や様々な関係者とチームにより協力・連携しつつ、地域移行を選択肢に入れた意思
決定支援に丁寧に取り組むこと等について、調査研究事業に基づき検討する必要がある。

＜障害者支援施設と地域の関わり＞
○ 障害者支援施設では、生活介護や就労系サービスなどの日中活動系サービスや短期入所等の実施により、障害者
の地域生活を支える役割を担っている。 こうした知識・経験やノウハウについて、地域の障害福祉サービス事業
者に還元するなど、地域生活支援の体制づくりに積極的に関与するとともに、地域との交流や地域貢献に取り組む
ことについて検討する必要がある。 3

障害者支援施設の在り方



障害者総合支援法施行後３年の見直しについて
～社会保障審議会 障害者部会 報告書～（令和４年６月１３日）（抄）③

（地域移行、地域生活支援の更なる推進）
○ 今後も、障害者総合支援法の基本理念に基づき、地域移行、地域生活支援をしっかりと前進させていく必要があ
る。特に、上記の「（２）今後の取組」の「重度障害者の支援体制の整備」、「地域生活支援施策の充実」、「グ
ループホームにおける障害者が希望する地域生活の継続・実現」、「障害者支援施設の在り方」それぞれに示した
各施策は、いずれも地域移行、地域生活支援を進めていくための具体的方策として重要なものであり、 まずはこ
れらが実効ある形で着実に進められる必要がある。

○ その上で、更なる地域移行、地域生活支援を進めていくために、この間の地域移行の進展状況や、そのために必
要な地域生活支援施策の実施状況についての実態把握を行い、 各施策の検証を行っていくともに、具体的な課題
については当該課題に応じた形で検討を着実に進め、障害者の地域移行、地域生活がさらに促進されるための取組
を継続的に行っていく必要がある。
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地域移行、地域生活支援の更なる推進

13．医療と福祉の連携について
(2) 今後の取組
（医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について）
〇 障害者支援施設等の入所者の高齢化・重度化が進む中、施設での看取りを希望する障害者に対する支援について、
本人の意思決定に関する取組状況等を把握する必要がある。

障害者支援施設に係る記載（抜粋）



障害者支援施設の在り方等に係る今後の検討スケジュール案（イメージ）

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 それ以降

地域移行

専門的支援

障害者支援
施設での看
取り

障害者支援施設等の
在り方に関する調査
研究等の実施
障害者部会報告書も
参考に、今後の障害
者支援施設の役割等
に関する調査研究等
を、広く関係者が参
画して実施

障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム
障害福祉サービス等
に係る報酬について、
令和６年度報酬改定
に向けて議論

必要に応じて、報酬改定
等での対応を検討

障害者部会
令和６年度に向けた
障害福祉計画及び障
害児福祉計画に係る
基本指針の見直し

障害者部
会報告書
の取りま
とめ

報
酬
改
定

調査研究等での議論を
踏まえ、報酬改定等で
の対応を検討

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため
の基本的な指針（第７期障害福祉計画・令和６年度～令和８年度）

○ 障害者部会報告書等の指摘や、障害者支援施設の重度化・高齢化の状況等を踏まえ、障害者支援施設の役割や、地域
移行の更なる推進、強度行動障害を有する者や医療的ケアの必要な者等への専門的支援、障害者支援施設での看取りを
希望する障害者に対する支援について検討を行う。
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厚生労働科学研究費
障害者支援施設における利用者の高齢化について実態調
査を行うとともに、高齢期～終末期の利用者への対応に
ついて医療機関と連携している事例等について調査を行
い、課題や施設が備えるべき事項等について調査研究を
実施

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第41回（R5.10.30） 資料５



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）①
（令和６年２月６日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ）

第３ 終わりに

○ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図るため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置
した検討チームにおいて、有識者の参画を得て公開の場で検討を行った。

○ 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、引き続き検討・検証を行う。

① 障害者支援施設の在り方について
・ 障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和６年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して
整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。

② 共同生活援助における支援の質の確保について
・ 共同生活援助における障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方について、支援に関する
ガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等について、令和６年度以降検討する。

③ 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱いについて
・ 今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助を利用する重度の障害者が個人単位で居宅介護等を利用することについては、
引き続きその在り方を検討する。

④ 障害福祉サービスの地域差の是正について
・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われる方策について、必要なサービスが公平かつ適正
に提供されるよう、共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の在り方について検討
する。

⑤ 計画相談支援及び障害児相談支援について
・ 相談支援事業所における手話通訳士等によるコミュニケーション支援の実態を把握するとともに、コミュニケーション支援の体制を
確保する方策について検討する。

⑥ 質の高い障害児支援の確保について
・ 質の高い障害児支援の提供を推進するため、支援に当たる人材の配置や評価の在り方について検討する。
・ 障害児相談支援について、セルフプランの状況等も踏まえながら、必要な質・量を確保する方策について、引き続き検討する。

6



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）②
（令和６年２月６日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ）

⑦ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現について
・ 障害福祉サービスについて、 障害者が希望する地域生活を実現するとともに、 多様化する利用者のニーズに応じて質の確保・向上
を図る必要がある。こうした中で、制度の持続可能性を確保する観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定における
サービスの質等に応じたメリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた検討を行う。

⑧ 処遇改善の実態把握等について
・ 今回の改定が、福祉・介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握する。
・ 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況
等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。

⑨ 経営実態調査のさらなる分析について
・ 次回の障害福祉サービス等報酬改定に向けては、障害福祉事業所・施設の経営実態等をより適切に把握できるよう、「障害福祉サー
ビス等経営概況調査」や「障害福祉サービス等経営実態調査」において、特別費用や特別収益として計上されている経費の具体的な
内容が明確になるよう、調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。

⑩ 食事提供体制加算等について
・ 食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を行うための要件を新たに設け令和９年３月31日まで経過措置を
延⾧することとするが、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者等との公平性等の観点も踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況
や効果を踏まえた上で、更に検討を深める。

・ 児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準（調理室の設置、栄養士等の配置）について、今後、構造改革特別区域法に基
づく特例措置の全国展開に関する検討に対応することとし、同特例措置の実施状況や現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討を
深める。

⑪ 補足給付の在り方について
・ 施設入所者に対する補足給付の在り方については、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、
引き続き検討する。

⑫ 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について
・ 障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書等について、
令和５年度中に作成する標準様式等の普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。
また、令和６年度に電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備に向けて検討する。
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